
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  職務発明の補償金                     

Ｑ：職務発明の補償金についての取扱いが

明確にされたとか。どのようになったのです

か？                                           

                                              

Ａ：次のようになりました。 

【解説】 

さきごろ、職務発明による特許を受ける権

利を使用者に原始的に帰属させる制度を導入

した場合の相当の利益に係る税務上の取扱い

が名古屋国税局から文書回答という形で明ら

かにされました。 

概要は、次のとおりです。 

 ①各補償金の所得区分 

  職務発明を行った従業員に対して支給する

出願補償金、登録補償金、実績補償金、譲

渡補償金の各補償金の所得区分は、雑所得

に該当するとされました。 

 ②源泉徴収 

  各補償金は所得税法上の報酬・料金に該当

せず、源泉徴収は不要とされました。 

 ③出願補償金の償却 

  出願補償金は、特許権に準じて特許権の耐

用年数８年を使って償却することとされま

した。 

 ④登録補償金 

  登録補償金は、特許権の取得価額に算入す

ることとされました。 

 ⑤実績補償金・譲渡補償金 

  いずれも各事業年度の損金に算入すること

ができます。 

 ⑥消費税 

  いずれの補償金も不課税とされました。 
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